
   

 

平成 23 年 6 月 29 日 

各 位 

会 社 名 佐 藤 食 品 工 業 株 式 会 社 

代 表 者 名 代表取締役社長  鈴木 宗行 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード ２８１４）    

問い合せ先 執行役員管理部長  上田 正博 

電 話 番 号 ０５６８－７７－７３１６ 

 
 

当社ガバナンス評価委員会に関するお知らせ 
 
 
当社は、平成 21 年 6 月 8 日に社外の有識者 3 名（稲葉威雄氏、竹原相光氏、福島洋尚氏、以下「委員 3

名」といいます。）で構成されるガバナンス評価委員会（以下「同委員会」といいます。）を設置し、取締役・

監査役の選任、取締役会・監査役会の運営や業務執行のあり方等に関して、コーポレート・ガバナンスの観

点から必要に応じて評価を受けておりました。その後、委員 3 名から平成 22 年 6 月 25 日に一旦は辞任届

を受理いたしましたが、平成 22 年 10 月 7 日に辞任届は撤回され同委員会は継続されておりました。 
今般、平成 23 年 6 月 30 日付で委員 3 名が任期満了となることに伴い、本日開催の取締役会において、

同委員会の継続について慎重に検討した結果、本日開催の当社第 57 期定時株主総会において、新たな取締

役が選任され、それぞれ就任したことにより、当社取締役は 7 名（うち 3 名が社外取締役）体制となり、平

成 22 年 10 月に委員 3 名に対し、同委員会の委員再就任を要請した当時の取締役が 3 名（うち 2 名が社外

取締役）体制であったことに比べ大幅に更新されたことから、本日付で当社のガバナンス強化に向けた新た

な経営体制が構築されたものと判断し、平成 23 年 7 月 1 日をもって同委員会を設置しないことを決議いた

しましたので、お知らせいたします。 
 
 
 

    
以上 


